
は
じ
め
に

組
合
は
、
東
北
大
学
に

対
し
、
２
０
１
８
年
７
月

19
日
と
２
０
１
９
年
３
月

11
日
の
２
回
に
わ
た
っ
て
、

「
東
北
大
学
と
石
嵜
・
山

中
総
合
法
律
事
務
所
と
の

業
務
契
約
お
よ
び
業
務
委

託
に
関
す
る
契
約
書
・
発

注
書
・
支
払
い
明
細
書
」

の
全
部
の
開
示
を
求
め
る

情
報
公
開
請
求
を
行
っ
た
。

こ
の
情
報
公
開
請
求
の

目
的
は
、
２
０
１
８
年
３

月
末
に
、
10
年
以
上
の
長

い
間
反
復
雇
用
さ
れ
て
き

た
多
数
の
非
常
勤
職
員
を

含
む
数
百
人
の
非
常
勤
職

員
の
雇
い
止
め
が
強
行
さ

れ
た
背
景
に
、
こ
の
石
嵜
・

山
中
総
合
法
律
事
務
所
と

の
関
係
が
色
濃
く
あ
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た

た
め
、
ど
の
よ
う
な
経
緯

で
こ
の
法
律
事
務
所
と
の

関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
の
か
、
そ
の
た
め
に
東

北
大
学
が
ど
の
程
度
の
支

出
を
し
て
い
る
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。

こ
の
情
報
公
開
請
求
に

対
し
、
東
北
大
学
は
、
ほ

と
ん
ど
の
内
容
を
黒
塗
り

し
た
文
書
（
ノ
リ
弁
）

を

開
示
す
る
こ
と
で
、
実
質

的
な
情
報
の
公
開
を
行
わ

な
い
姿
勢
を
最
後
ま
で
取

り
続
け
た
。
本
稿
で
は
、

本
情
報
公
開
請
求
の
経
緯

を
紹
介
し
、
そ
こ
で
明
ら

か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と

め
る
。

情
報
公
開
手
続
の
流
れ

情
報
公
開
法
で
は
「
何

人
」
も
情
報
公
開
請
求
で

き
る
と
し
て
お
り
、
請
求

の
理
由
も
必
要
な
い
。
情

報
公
開
請
求
さ
れ
た
公
的

機
関
は
、
そ
の
文
書
を
特

定
し
、
開
示
・
非
開
示
の

決
定
を
請
求
者
に
通
知
す

る
。
請
求
者
は
、
一
定
の

手
数
料

（
例
え
ば
10
円
/

頁
）
を
支
払
っ
て
開
示
さ

れ
た
文
書
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
、
非
開
示
決
定
に

不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、

「
審
査
請
求
」
と
い
う
形

で
不
服
申
立
て
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
審
査
請
求

を
受
け
取
っ
た
公
的
機
関

は
、
そ
の
内
容
に
応
じ
て
、

追
加
開
示
の
必
要
性
を
認

め
れ
ば
追
加
開
示
し
、
な

お
、
非
開
示
を
保
持
す
る

場
合
は
、
「
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
審
査
会
」

（
以
下
、
審
査
会
）
に

「
理
由
説
明
書
」
と
と
も

に
諮
問
し
、
そ
の
旨
を
請

求
者
に
も
通
知
す
る
。

諮
問
を
受
け
た
審
査
会

は
、
請
求
者
に
理
由
説
明

書
の
写
し
を
送
付
し
、
意

見
書
や
資
料
の
提
出
の
期

限
を
提
示
す
る
。
審
査
会

は
、
鑑
査
請
求
書
、
理
由

説
明
書
や
意
見
書
等
に
基

づ
い
て
審
査
し
答
申
を
出

す
。
な
お
、
審
査
会
に
は
、

開
示
請
求
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
文
書
を
、
直
接
に

閲
覧
す
る
権
限
（
イ
ン
カ

メ
ラ
審
理
権
）
が
与
え
ら

れ
て
い
る
。

情
報
公
開
請
求
の
結
果
、

部
分
開
示
さ
れ
た
文
書

２
回
の
情
報
公
開
請
求

の
結
果
、
鑑
査
請
求
の
後

で
追
加
開
示
さ
れ
た
も
の

も
含
め
て
、
７
件
の
支
出
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契
約
決
議
書
と
69
件
の
経

費
精
算
書
が
部
分
開
示
さ

れ
た
が
、
後
述
す
る
ひ
と

つ
の
支
出
契
約
決
議
書

（
Ｈ
29
．
１
．
31
）
を
除

き
、
契
約
や
業
務
の
内
容

を
示
す
部
分
、
交
通
費
を

除
く
支
払
金
額
に
関
す
る

部
分
は
す
べ
て
黒
塗
り
に

さ
れ
て
い
た
。
７
件
の
支

出
契
約
決
議
書
の
内
訳
は
、

年
間
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
契
約
が
３
件
、
個
別
の

契
約
（
労
働
審
判
、
労
働

委
員
会
、
仮
処
分
、
裁
判
）

が
４
件
で
あ
る
。
こ
の
個

別
の
契
約
に
つ
い
て
は
、

予
定
価
格
が
空
欄
で
あ
る

こ
と
が
学
内
細
則
違
反
で

あ
る
と
し
て
、
２
０
１
８

年
10
月
19
日
に
東
北
大
学

の
監
事
に
「
監
査
請
求
書
」

を
提
出
し
た
が
、
現
在
ま

で
応
答
が
な
い
。

69
件
の
経
費
精
算
書
は
、

次
の
３
種
類
、

（
１
）
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
契
約
に
基
づ
く
月
毎
の

支
出
（
計
31
件
）

（
２
）
仙
台
来
訪
を
伴
う

交
通
費
と
日
当
が
発
生
す

る
支
払
い
（
計
32
件
）
、

（
３
）
着
手
金
、
報
奨
金

等
の
支
払
い
（
計
６
件
）

に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
契
約
や
支
払
い
と
情
報

公
開
請
求
、
雇
い
止
め
に

関
連
し
た
事
柄
を
、
「
表

１
」
に
時
系
列
に
ま
と
め

た
。大

規
達
也
理
事
が
着
任

後
、
当
該
法
律
事
務
所
と

の
関
係
が
始
ま
り
、
両
者

に
よ
っ
て
、
数
百
人
の
理

不
尽
な
雇
い
止
め
が
い
か

に
計
画
さ
れ
、
実
行
さ
れ

て
行
っ
た
か
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
契
約

の
情
報
開
示

当
該
法
律
事
務
所
と
の

関
係
が
始
ま
っ
た
２
０
１

６
年
６
月
以
降
、
最
初
の

５
か
月
間
は
タ
イ
ム
チ
ャ
ー

ジ
と
い
う
ス
ポ
ッ
ト
契
約

で
相
談
料
等
を
支
払
っ
て

い
た
が
、
そ
の
後
は
年
度

毎
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

契
約
で
支
払
う
こ
と
に
し

た
。
そ
の
支
出
契
約
決
議

書
は
、
Ｈ
28
．
１
．
31
（

Ｈ
28
年
度
５
か
月
分
）
、

Ｈ
29
．
１
．
31
（
Ｈ
29
年

度
分
）
、
Ｈ
30
．
３
．
23

（
Ｈ
30
年
度
分
）
の
３
件

で
あ
る
（
「
表
１
」
で
灰

背
景
で
表
示
）
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、

最
初
か
ら
文
書
を
特

定
し
、
部
分
開
示
さ

れ
て
い
た
も
の
は
、

Ｈ
29
．
１
．
31

の

１
件
の
み
で
、
し
か

も
、
契
約
総
額
や
随

意
契
約
に
し
た
理
由

等
は
非
開
示
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
Ｈ
29
．
１
．
31
の
契
約

は
、
高
額
な
契
約
に
つ
い

て
は
公
開
が
求
め
ら
れ
る

ル
ー
ル
（
詳
し
く
は
、
補

遺
参
照
）
に
よ
っ
て
、
契

約
総
額
（
年
間
３
５
２
万

円
）

や
随
意
契
約
の
理
由

が
、
東
北
大
学
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ

サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い

た
。

第
１
回
の
情
報
公

開
請
求
の
監
査
申
請
書
に

お
い
て
、
こ
の
点
を
指
摘

す
る
と
、
東
北
大
学
は
Ｗ

Ｅ
Ｂ
で
公
開
さ
れ
て
い
た

金
額
等
を
追
加
開
示
し
た
。

第
２
回
の
情
報
公
開
請
求

の
審
査
請
求
書
に
お
い
て
、

残
り
の
ふ
た
つ
の
支
出
契

約
決
議
書
の
開
示
を
求
め

た
と
こ
ろ
、
東
北
大
学
は

驚
く
べ
き
姑
息
な
対
応
を

行
っ
た
。
第
２
回
の
情
報

公
開
請
求
に
関
わ
る
も
の

で
は
な
く
、
既
に
審
査
会

の
答
申
も
出
て
い
る
第
１

回
の
情
報
公
開
請
求
へ
の

追
加
開
示
と
い
う
形
を
と
っ

て
、
ふ
た
つ
の
契
約
書
を

金
額
等
を
非
開
示
で
部
分

開
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
２
回
の
理
由
説
明

書
に
お
い
て
は
、
ふ
た
つ

の
文
書
は
、
第
２
回
の
請

求
期
間
よ
り
も
前
の
文
書

で
あ
る
た
め
、
開
示
す
る

か
否
か
の
審
査
の
対
象
と

は
な
ら
な
い
、
と
主
張
し

た
の
で
あ
る
。
組
合
は
意

見
書
に
お
い
て
、
３
件
の

同
種
の
契
約
書
の
１
件
の

み
が
そ
の
金
額
ま
で
公
表

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
矛
盾

と
不
正
の
可
能
性
を
指
摘

し
た
が
、
審
査
会
は
、

「
請
求
期
間
外
」
と
の
大

学
の
主
張
を
認
め
て
、
判

断
を
し
な
か
っ
た
。

こ
の
金
額
非
開
示
の
ふ

た
つ
の
契
約
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ

で
公
開
さ
れ
る
べ
き
契
約

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

仮
に
、
金
額
が
少
額
で
あ

る
こ
と
か
ら
Ｗ
Ｅ
Ｂ
公
開

の
義
務
が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
情
報
公
開
請
求
に

対
し
、
非
開
示
に
す
る
合

理
的
な
理
由
は
存
在
し
な

い
。

当
該
法
律
事
務
所
へ
の

支
払
額
の
試
算

部
分
開
示
さ
れ
た
経
費

精
算
書
の
支
払
い
総
金
額

欄
は
不
開
示
で
あ
っ
た
が
、

開
示
さ
れ
て
い
る
情
報
か

ら
、
支
払
い
総
金
額
の
試

算
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ

る
。
試
算
し
た
結
果
を
表

２
に
示
す
。
月
毎
の
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
料
は
、
年

間
で
３
５
２
万
円
と
開
示

さ
れ
て
い
る
の
で
、
月
当

た
り
30
万
円
程
度
と
思
わ

れ
る
。
交
通
費
は
開
示
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
に
関
わ
っ

た
弁
護
士
の
人
数
も
開
示

さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
当

さ
え
わ
か
れ
ば
、
交
通
費

を
伴
う
経
費
精
算
書
の
支

払
い
総
額
は
計
算
で
き
る
。

弁
護
士
の
日
当
は
、w

w
w

.

b
e
n
g
o
s
h
i
h
i
y
o

.c
o
m

と

い
う
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、

５
〜
10
万
円
/
日
が
相
場

ら
し
い
の
で
、
「
表
２
」

で
は
、
そ
の
最
低
額
５
万

円
を
仮
定
し
て
、
日
当
や

支
払
い
額
の
総
額
を
試
算

し
て
い
る
。
あ
と
不
明
な

金
額
は
、
着
手
金
と
報
酬

金
の
６
件
で
あ
る
。
石
嵜

事
務
所
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト

で
は
、
代
表
で
あ
る
石
嵜

信
憲
弁
護
士
が
労
働
審
判

制
度
の
成
立
に
深
く
関
わ
っ

た
こ
と
を
宣
伝
し
、
「
当

職
の
同
制
度
に
か
け
る
思

い
も
あ
り
、
当
事
務
所
で
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は
労
働
審
判
事
件
に
つ
い

て
、
以
下
の
条
件
で
対
応

い
た
し
ま
す
」
と
し
て
、

「
企
業
側
の
労
働
審
判
事

件
１
事
件
あ
た
り
着
手
金

一
律
50
万
円
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
金
額
が

石
嵜
事
務
所
と
し
て
は

「
サ
ー
ビ
ス
料
金
」
で
あ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
労

働
委
員
会
や
裁
判
へ
の
着

手
金
は
、
も
っ
と
高
額
で

あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

情
報
公
開
法
の
第
一
条

で
は
、
「
こ
の
法
律
は
、

国
民
主
権
の
理
念
に
の
っ

と
り
、
【
政
府
の
有
す
る

そ
の
諸
活
動
を
国
民
に
説

明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ

る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
】

公
正
で
民
主
的
な
行
政
の

推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
」
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
公
文
書
管
理

法
で
は
、
「
国
及
び
独
立

行
政
法
人
等
の
諸
活
動
や

歴
史
的
事
実
の
記
録
で
あ

る
公
文
書
等
が
、
健
全
な

民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え

る
国
民
共
有
の
知
的
資
源

と
し
て
、
主
権
者
で
あ
る

国
民
が
主
体
的
に
利
用
し

得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」

と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
公
文
書
管
理
と
情
報

公
開
が
適
切
に
な
さ
れ
る

こ
と
は
、
民
主
的
な
行
政

運
営
の
前
提
で
あ
り
、
非

民
主
的
な
運
営
が
さ
れ
た

り
、
不
正
が
行
わ
れ
て
い

る
程
、
情
報
を
で
き
る
だ

け
隠
そ
う
と
す
る
。
近
年
、

国
政
に
お
い
て
、
公
文
書

改
ざ
ん
や
隠
ぺ
い
、
不
当

廃
棄
等
の
事
例
が
多
発
し

て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
国

の
民
主
主
義
の
崩
壊
を
意

味
す
る
。
東
北
大
学
が
、

そ
こ
ま
で
腐
っ
て
い
な
い

こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

補
遺
．
公
表
し
な
い
と
い

け
な
い
契
約
と
は

組
合
は
、
第
１
回
情
報

公
開
請
求
の
審
査
請
求
書

に
お
い
て
、
Ｈ
28
．
１
．

31
付
け
の
支
出
契
約
決
議

書
の
契
約
金
額
、
随
意
契

約
理
由
が
、
本
学
の
Ｗ
Ｅ

Ｂ
に
公
表
さ
れ
て
い
る
根

拠
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

記
し
た
。

「
国
立
大
学
法
人
東
北
大

学
契
約
事
務
取
扱
細
則
」

第
53
条
に
よ
れ
ば
、
「
予

定
価
格
が
３
０
０
万
円
を

超
え
る
役
務
の
提
供
」
に

つ
い
て
は
、
「
落
札
又
は

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等

又
は
役
務
の
名
称
及
び
数

量
」
「
落
札
者
又
は
随
意

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及

び
住
所
」
「
随
意
契
約
を

締
結
し
た
場
合
は
根
拠
規

程
の
条
文
及
び
そ
の
理
由

「
予
定
価
格
」
等
を
「
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
受
け
て
、
支
出

契
約
決
議
書
の
う
ち
Ｗ
Ｅ

Ｂ
に
公
表
さ
れ
て
い
る
部

分
を
追
加
開
示
し
た
東
北

大
学
は
、
そ
の
理
由
説
明

書
で
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
公
表
し

た
理
由
と
し
て
、
こ
の
学

内

細

則

で

は

な

く

、

「
『
公
共
調
達
の
適
正
化

に
つ
い
て
（
平
成
18
年
８

月
25
日
付
け
財
計
２
０
１

７
号
）
』
に
基
づ
き

公
表

し
て
い
た
」
と
説
明
し
て

い
る
。
こ
の
「
財
計
２
０

１
７
号
」
は
、
財
務
大
臣

か
ら
各
省
各
庁
の
長
に
出

さ
れ
た
通
達
で
、
「
国
の

支
出
の
原
因
と
な
る
契
約

（
予
定
価
格
が
予
決
令
第

99
条
第
２
、
３
、
４
、
７

号
の
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を

超
え
な
い
も
の
を
除
く
）

を
締
結
し
た
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
一
部
省
略
）
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
通
達
に
出
て

く
る
予
決
令
（
予
算
決
算

及
び
会
計
令
）
99
条
は
、

随
意
契
約
可
能
な
少
額
の

契
約
に
つ
い
て
定
め
た
も

の
で
、
そ
の
２
、
３
、
４
、

７
号
を
見
る
と
、

２
．
二
百
五
十
万
円
を
超

え
な
い
工
事
又
は
製
造
、

３
．
百
六
十
万
円
を
超
え

な
い
財
産
を
買
い
入
れ
、

４
．
八
十
万
円
を
超
え
な

い
物
件
を
借
り
入
れ
、

７
．
こ
れ
ら
以
外
の
契
約

で
百
万
円
を
超
え
な
い
も

のと
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

東
北
大
学
が
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
公

開
し
た
根
拠
と
し
た
「
財

計
２
０
１
７
号
」
に
基
づ

い
た
場
合
は
、
１
０
０
万

円
を
超
え
る
役
務
の
提
供

に
つ
い
て
は
公
表
し
な
い

と
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
。

学
内
細
則
が
国
の
通
達
よ

り
も
緩
く
設
定
さ
れ
て
い

る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
学
内
細

則
で
は
、
役
務
の
提
供
以

外
で
は
、
２
５
０
万
円
を

超
え
る
工
事
、
３
０
０
万

円
を
超
え
る
物
品
の
買
い

入
れ
に
公
表
義
務
が
あ
る

と
さ
れ
、
工
事
に
つ
い
て

は
国
の
基
準
と
同
じ
、
物

品
に
つ
い
て
は
国
の
基
準

よ
り
も
緩
く
設
定
さ
れ
て

い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｈ

30
．
３
．
23
の
支
出
契
約

決
議
書
に
つ
い
て
は
、
学

内
細
則
か
ら
も
「
財
計
２

０
１
７
号
」
か
ら
も
公
表

義
務
が
あ
り
、
Ｈ
28
．
10
．

31
の
支
出
契
約
決
議
書
に

つ
い
て
は
「
財
計
２
０
１

７
号
」
か
ら
は
公
表
義
務

が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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大学は、「不誠実交渉」を反省するどころか、中央

労働委員会に不服申立て。それでも「県」の命令に

は従わなければならないのですが「完全無視」です
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